
 

 

議案第２６号 

 

山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につい

て  

 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

 

  平成２７年２月２０日提出 

 

山陽小野田市長 白 井 博 文   

 

山陽小野田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 山陽小野田市職員の退職手当に関する条例（平成１７年山陽小野田市条例第

５２号）の一部を次のように改正する。 

 第６条の４第１項第１号中「４１，７００円」を「５４，１５０円」に改め、

同項第２号中「３３，３５０円」を「４３，３５０円」に改め、同項第３号中

「２５，０００円」を「３２，５００円」に改め、同項第４号中「２０，８５０

円」を「２７，１００円」に改め、同項第５号中「１６，７００円」を

「２１，７００円」に改める。 

 第６条の４第３項第１号を次のように改める。 

 (1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が５年以  

上２４年以下のもの 第１項第１号から第６号までに掲げる職員の区分に

あっては当該各号に定める額 

   附 則 

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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議案第２６号 参考資料 

山陽小野田市職員の退職手当に関する条例新旧対照表  

改 正 後 改 正 前 
 

（退職手当の調整額） 

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、

その者の基礎在職期間(第５条の２第２項に規定する基

礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月から

その者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地

方公務員法第２７条及び第２８条の規定による休職(公

務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職

を除く。)、地方公務員法第２９条の規定による停職そ

の他これらに準ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しない期間のある月(現実に職務に従事するこ

とを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」と

いう。)のうち、別に定めるものを除く。)ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区

分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」とい

う。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を

付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額(当

該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月

の調整月額)を合計した額とする。 

 (1) 第１号区分 ５４，１５０円 

 (2) 第２号区分 ４３，３５０円 

 (3) 第３号区分 ３２，５００円 

 (4) 第４号区分 ２７，１００円 

 

（退職手当の調整額） 

第６条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、

その者の基礎在職期間(第５条の２第２項に規定する基

礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月から

その者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地

方公務員法第２７条及び第２８条の規定による休職(公

務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職

を除く。)、地方公務員法第２９条の規定による停職そ

の他これらに準ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しない期間のある月(現実に職務に従事するこ

とを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」と

いう。)のうち、別に定めるものを除く。)ごとに当該

各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区

分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」とい

う。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を

付し、その第１順位から第６０順位までの調整月額(当

該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月

の調整月額)を合計した額とする。 

 (1) 第１号区分 ４１，７００円 

 (2) 第２号区分 ３３，３５０円 

 (3) 第３号区分 ２５，０００円 

 (4) 第４号区分 ２０，８５０円 
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 (5) 第５号区分 ２１，７００円 

 (6) 第６号区分 零 

２ （略） 

３ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、

第１項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とす

る。 

 (1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のもので

その勤続期間が５年以上２４年以下のもの 第１項

第１号から第６号までに掲げる職員の区分にあって

は当該各号に定める額 

 

 

 (2)～(5) （略） 

４ （略）  

 (5) 第５号区分 １６，７００円 

 (6) 第６号区分 零 

２ （略） 

３ 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、

第１項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とす

る。 

 (1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のもので

その勤続期間が５年以上２４年以下のもの 第１項

第１号から第４号まで又は第６号に掲げる職員の区

分にあっては当該各号に定める額、同項第５号に掲

げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を

適用して計算した額 

(2)～(5) （略） 

４ （略） 
 

 


